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〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
般
送
配
電
事
業
者
に
よ
る

託
送
供
給
等
に
係
る
収
入
の
見
通
し
の
適
確
な
算
定
等
に
関
す
る
指
針
（
令
和
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
五
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五
章

事
後
調
整
の
方
針
に
つ
い
て

１

事
後
調
整
の
考
え
方

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ
制
度
で
は
、
外
生
的
な
要
因
に

よ
る
収
入
上
限
と
規
制
期
間
に
お
け
る
費
用
実
績
と
の
乖

離
額
や
効
率
化
の
達
成
状
況
、
本
指
針
に
お
い
て
定
め
た

第
五
章

事
後
調
整
の
方
針
に
つ
い
て

１

事
後
調
整
の
考
え
方

レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ
制
度
で
は
、
外
生
的
な
要
因
に

よ
る
収
入
上
限
と
規
制
期
間
に
お
け
る
費
用
実
績
と
の
乖

離
額
や
効
率
化
の
達
成
状
況
、
本
指
針
に
お
い
て
定
め
た
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目
標
の
達
成
状
況
、
需
要
及
び
供
給
の
変
動
に
よ
る
収
入

上
限
と
規
制
期
間
に
お
け
る
収
入
実
績
（
規
制
期
間
の
最

終
年
度
に
つ
い
て
は
実
績
推
定
値
）
と
の
乖
離
額
に
応
じ

て
、
収
入
上
限
の
事
後
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

事
後
調
整
に
つ
い
て
は
、
規
制
期
間
に
お
け
る
収
入
上

限
の
調
整
（
以
下
「
期
中
調
整
」
と
い
う
。
）
と
、
翌
規

制
期
間
に
お
け
る
収
入
上
限
の
調
整
（
以
下
「
翌
期
調
整

」
と
い
う
。
）
に
区
分
し
、
規
制
期
間
に
お
け
る
事
業
計

画
の
達
成
状
況
を
評
価
す
る
観
点
か
ら
、
基
本
的
に
は
翌

期
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
、
当
該
調
整
時
期
は
、
翌
規
制

期
間
の
初
年
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
収
入
の
見
通
し
の
算

目
標
の
達
成
状
況
、
需
要
変
動
に
よ
る
収
入
上
限
と
規
制

期
間
に
お
け
る
収
入
実
績
と
の
乖
離
額
に
応
じ
て
、
収
入

上
限
の
事
後
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

事
後
調
整
に
つ
い
て
は
、
規
制
期
間
に
お
け
る
収
入
上

限
の
調
整
（
以
下
「
期
中
調
整
」
と
い
う
。
）
と
、
翌
規

制
期
間
に
お
け
る
収
入
上
限
の
調
整
（
以
下
「
翌
期
調
整

」
と
い
う
。
）
に
区
分
し
、
規
制
期
間
に
お
け
る
事
業
計

画
の
達
成
状
況
を
評
価
す
る
観
点
か
ら
、
基
本
的
に
は
翌

期
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
、
当
該
調
整
時
期
は
、
翌
規
制

期
間
の
最
初
の
年
度
の
翌
年
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
収
入

の
見
通
し
の
算
定
に
お
い
て
予
見
可
能
性
が
低
い
事
象
や
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定
に
お
い
て
予
見
可
能
性
が
低
い
事
象
や
、
送
配
電
事
業

に
対
す
る
影
響
等
に
鑑
み
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
期
中
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

、
送
配
電
事
業
に
対
す
る
影
響
等
に
鑑
み
て
必
要
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
期
中
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

２ 

事
後
調
整
を
行
う
べ
き
具
体
的
な
事
項 

⑴  

収
入
上
限
に
要
す
る
費
用
と
、
規
制
期
間
に
お
け
る

実
績
費
用
の
乖
離
額
（
外
生
的
な
要
因
等
に
よ
る
乖

離
） 

ⅰ
．
～
ⅳ
．
（
略
） 

ⅴ
．
事
業
報
酬 

収
入
上
限
に
要
す
る
費
用
と
、
規
制
期
間
に
お
け

る
実
績
費
用
の
乖
離
に
よ
っ
て
生
じ
る
事
業
報
酬
の

２ 

事
後
調
整
を
行
う
べ
き
具
体
的
な
事
項 

⑴  

収
入
上
限
に
要
す
る
費
用
と
、
規
制
期
間
に
お
け
る

実
績
費
用
の
乖
離
額
（
外
生
的
な
要
因
等
に
よ
る
乖

離
） 

ⅰ
．
～
ⅳ
．
（
略
） 

ⅴ
．
事
業
報
酬 

収
入
上
限
に
要
す
る
費
用
と
、
規
制
期
間
に
お
け

る
実
績
費
用
の
乖
離
に
よ
っ
て
生
じ
る
事
業
報
酬
の
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乖
離
額
の
う
ち
、
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
額
に
つ
い
て

、
基
本
的
に
は
翌
期
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ⅵ
．
・
ⅶ
．
（
略
）

⑵
～
⑷

（
略
）

乖
離
額
の
う
ち
、
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
額
に
つ
い
て

、
翌
期
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ⅵ
．
・
ⅶ
．
（
略
）

⑵
～
⑷

（
略
）


